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千 葉 県 警 察 被 害 者 支 援 要 員 及 び 特 別 被 害 者 支 援 班 運 用 要 領 の 制 定 に つ い て  

平 成 16年 ９ 月 １ 日 例 規 （ 警 ） 第 45号  

 

警 察 本 部 長  

 

 [沿 革 ]   平 成 17年 12月 例 規 （ 警 ） 第 47号   平 成 18年 ３ 月 例 規 （ 警 ） 第 10号  

平 成 20年 ６ 月 例 規 （ 警 ） 第 57号     平 成 20年 11月 例 規 （ 警 ） 第 70号  

平 成 24年 ４ 月 例 規 （ 警 ） 第 20号     平 成 24年 ６ 月 例 規 （ 警 ） 第 25号  

平 成 25年 ５ 月 例 規 （ 警 ） 第 34号     平 成 26年 12月 例 規 （ 警 ） 第 64号  

令 和 ４ 年 ７ 月 例 規 （ 警 ） 第 27号  

 

各 部 長 ・ 参 事 官 ・ 所 属 長  

見出しの要領を別添のとおり制定したので、誤りのないようにされたい。 

なお、千葉県警察指定被害者支援要員制度運用要領の制定について（平成11年例規（警）第27号）は、

廃止とする。  

 

千 葉 県 警 察 被 害 者 支 援 要 員 及 び 特 別 被 害 者 支 援 班 運 用 要 領  

第１ 目的 

この要領は、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為により害を被った者及びその家

族又は遺族（以下「犯罪被害者等」という。）に対する事件発生直後の支援及び継続的な支援を主体

的に実施する被害者支援要員（以下「支援要員」という。）並びに死傷者多数に及ぶ事件の発生に際

し、支援要員を集中的に運用する特別被害者支援班の運用に関して必要な事項を定め、犯罪被害者等

に係る二次的被害の防止並びに被害の回復及び軽減に努めるとともに、犯罪被害者等の捜査活動への

積極的な協力を確保し、捜査の円滑な推進を図ることを目的とする。 

第 ２  統 括 責 任 者 等  

１  統 括 責 任 者  

（ １ ） 交 通 部 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 （ 以 下「 高 速 隊 」 と い う 。 ） 及 び 署（ 以 下 「 署 等 」 と い う 。 ）

に お け る 的 確 か つ 組 織 的 な 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 推 進 し 、支 援 要 員 の 適 切 な 運 用 を 図 る た め 、

事 件 事 故 の 捜 査 を 担 当 す る 係 又 は 課（ 以 下「 事 件 主 管 課 」と い う 。）を 統 括 す る 責 任 者（ 以

下 「 統 括 責 任 者 」 と い う 。 ） を 置 く も の と す る 。  

（ ２ ） 統 括 責 任 者 は 、 次 長 を も っ て 充 て る 。  

（ ３ ） 統 括 責 任 者 は 、 交 通 部 高 速 道 路 交 通 警 察 隊 長 及 び 署 長 （ 以 下 「 署 長 等 」 と い う 。 ） の 指

揮 の 下 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 効 果 的 に 推 進 す る た め に 所 属 職 員 の 業 務 の 調 整 を 図 り 、 そ の

推 進 状 況 を 統 括 す る も の と す る 。  

２  実 施 責 任 者  

（ １ ） 事 件 主 管 課 に 実 施 責 任 者 を 置 く も の と す る 。  

（ ２ ）実 施 責 任 者 は 、高 速 隊 に あ っ て は 隊 長 補 佐 、署 に あ っ て は 課 長 を も っ て 充 て る 。た だ し 、

署 に お け る 執 務 時 間 外 の 実 施 責 任 者 は 、 当 直 主 任 を も っ て 充 て る 。   

（ ３ ） 実 施 責 任 者 は 、 統 括 責 任 者 の 指 揮 を 受 け 、 部 下 職 員 及 び 当 直 員 の 指 揮 監 督 を 行 う も の と

す る 。  

３  実 施 補 助 者  

（ １ ） 事 件 主 管 課 に 実 施 補 助 者 を 置 き 、 警 部 補 （ 同 相 当 職 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） を も っ て 充 て

る 。  

（ ２ ） 実 施 補 助 者 は 、 実 施 責 任 者 の 業 務 の 補 助 に 当 た る も の と す る 。  

第 ３  支 援 係  

１  署 長 等 は 、 高 速 隊 と 署 の 警 務 課 に 支 援 係 を 設 置 し 、 警 部 補 １ 人 を 担 当 者 と し て 指 定 す る も

の と す る 。  

２  支 援 係 の 事 務 は 、 次 に 掲 げ る と お り と す る 。  

（ １ ） 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 企 画 ・ 広 報 及 び 連 絡 ・ 調 整 に 関 す る こ と 。  

（ ２ ） 犯 罪 被 害 者 等 へ の 情 報 提 供 に 関 す る こ と 。  
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（ ３ ） 犯 罪 被 害 者 等 給 付 金 に 関 す る こ と 。  

（ ４ ） 所 属 職 員 に 対 す る 教 養 等 に 関 す る こ と 。  

（ ５ ） 支 援 要 員 の 活 動 状 況 把 握 及 び 指 導 に 関 す る こ と 。  

（ ６ ） そ の 他 特 命 事 項 に 関 す る こ と 。  

第 ４  支 援 要 員  

１  支 援 要 員 の 指 定 等  

（ １ ） 指 定  

ア  署 長 等 は 、 警 部 補 以 下 の 所 属 職 員 の 中 か ら 、 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 に 適 任 と 認 め ら れ る

者 を 支 援 要 員 に 指 定 す る も の と す る 。  

イ  支 援 要 員 の 指 定 は 、 原 則 と し て 高 速 隊 の 分 駐 隊 の 当 番 並 び に 署 の 生 活 安 全 課 、 刑 事 課

（ 刑 事 第 一 課 、 刑 事 第 二 課 及 び 刑 事 生 活 安 全 課 を 含 む 。 ） 、 交 通 課 及 び 警 備 課 ご と に １

人 以 上 と し 、 さ ら に 、 執 務 時 間 外 に お け る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 対 処 す る た め 、 地 域 課 の

各 部 及 び 直 班 ご と に １ 人 以 上 指 定 す る も の と す る 。  

（ ２ ） 解 除  

署 長 等 は 、 支 援 要 員 に 人 事 異 動 、 疾 病 そ の 他 の や む を 得 な い 事 由 が 生 じ た と き は 、 そ の

指 定 を 解 除 す る も の と す る 。  

（ ３ ） 指 定 （ 解 除 ） の 方 法  

前 記 （ １ ） 及 び （ ２ ） に よ る 支 援 要 員 の 指 定 及 び 解 除 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及

び 登 録 を も っ て 行 う も の と す る 。  

２  支 援 要 員 の 任 務 等  

（ １ ） 任 務  

支 援 要 員 は 、 被 害 者 連 絡 実 施 要 領 の 制 定 に つ い て （ 平 成 22年 例 規 （ 刑 ・ 生 総 ・ 地 域 ・ 交

総 ・ 公 一 ） 第 18号 。 以 下 「 連 絡 実 施 要 領 」 と い う 。 ） 第 ３ に 定 め る 連 絡 対 象 事 件 及 び 署 長

等 が 必 要 と 認 め た 事 件 （ 以 下 「 対 象 事 件 」 と い う 。 ） が 発 生 し た 場 合 は 直 ち に 臨 場 し 、 犯

罪 被 害 者 等 支 援 に 関 す る 次 の 任 務 を 行 う も の と す る 。  

ア  事 情 聴 取 又 は そ の 補 助  

イ  被 害 届 、 供 述 調 書 等 の 書 類 作 成 又 は そ の 補 助  

ウ  証 拠 資 料 の 採 取 又 は そ の 補 助  

エ  証 拠 資 料 の 押 収 、 還 付 又 は そ の 補 助  

オ  検 証 ・ 実 況 見 分 の 実 施 又 は 付 添 い  

カ  病 院 へ の 付 添 い 及 び 医 師 と の 連 携  

キ  被 害 者 の 手 引 の 交 付 及 び こ れ に 基 づ く 必 要 事 項 の 説 明  

ク  被 害 者 連 絡 （ 連 絡 実 施 要 領 に お け る 被 害 者 連 絡 を い う 。 ）  

ケ  犯 罪 被 害 者 等 と の 相 談  

コ  関 係 機 関 の 紹 介 、 そ の 他 連 絡 及 び 調 整  

（ ２ ） 任 務 に 当 た っ て の 配 意 事 項  

ア   犯 罪 被 害 者 等 の 尊 厳 及 び 円 滑 な 捜 査 の 確 保  

支 援 要 員 は 、犯 罪 被 害 者 等 に 敬 意 と 同 情 を 持 っ て 接 し 、犯 罪 被 害 者 等 の 尊 厳 を 傷 つ け る

こ と の な い よ う に 留 意 し 、精 神 的 支 援 に よ る 犯 罪 被 害 者 等 の 二 次 的 被 害 の 防 止 並 び に 被 害

の 回 復 及 び 軽 減 に 努 め 、 か つ 、 円 滑 な 捜 査 業 務 の 推 進 を 図 る も の と す る 。  

イ   被 害 者 連 絡 の 実 施  

         被 害 者 連 絡 は 、事 件 担 当 捜 査 員 と 連 携 を 密 に し て 実 施 し 、そ の 都 度 そ の 内 容 を 被 害 者 連

絡 担 当 係 に 報 告 す る も の と す る 。  

ウ  カ ウ ン セ リ ン グ の 手 配  

カ ウ ン セ リ ン グ を 実 施 す る 必 要 が あ る 場 合 は 、千 葉 県 警 察 犯 罪 被 害 カ ウ ン セ ラ ー チ ー ム

設 置 要 綱 の 制 定 に つ い て（ 平 成 11年 例 規（ 警 ）第 17号 ）及 び 署 犯 罪 被 害 者 支 援 連 絡 協 議 会

（ 以 下 「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 活 用 に よ り 運 用 を 図 る も の と す る 。  

エ  他 機 関 等 と の 連 携  

警 察 で 対 応 で き な い 分 野 の 相 談 又 は 治 療 行 為 等 の 申 出 に 対 し て は 、協 議 会 及 び 公 益 社 団

法 人 千 葉 犯 罪 被 害 者 支 援 セ ン タ ー（ 平 成 18年 ４ 月 ３ 日 に 社 団 法 人 千 葉 犯 罪 被 害 者 支 援 セ ン
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タ ー と い う 名 称 で 設 立 さ れ た 法 人 を い う 。）を 始 め と す る 関 係 機 関・団 体 等 と 連 携 し て 適

切 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  

３  担 当 者 の 指 定  

（ １ ） 指 定 の 承 認  

ア  実 施 責 任 者 は 、 対 象 事 件 を 認 知 し た と き に は 、 速 や か に 支 援 要 員 の 中 か ら 署 長 等 の 承

認 を 受 け て 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 担 当 者 と し て 指 定 す る も の と す る 。 た だ し 、 執 務 時 間 外

あ る い は 緊 急 を 要 す る 場 合 な ど 、 事 前 に 署 長 等 の 承 認 を 受 け る こ と が 困 難 な 場 合 は 、 担

当 者 の 指 定 後 速 や か に 承 認 を 受 け る も の と す る 。  

イ  前 ア に よ る 担 当 者 の 指 定 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及 び 登 録 を も っ て 行 う も の と

す る 。  

（ ２ ） 執 務 時 間 中 の 指 定  

ア  執 務 時 間 中 は 、 原 則 と し て 、 実 施 責 任 者 が 支 援 要 員 の 中 か ら 対 象 事 件 ご と に 担 当 者 を

指 定 し て 、 事 件 発 生 初 期 に お け る 効 果 的 な 犯 罪 被 害 者 等 に 対 す る 支 援 措 置 を 行 わ せ る も

の と す る 。  

イ  担 当 者 は 、 事 件 の 態 様 、 被 害 者 の 年 齢 、 性 別 、 精 神 的 被 害 の 状 況 等 を 勘 案 し 、 事 件 主

管 課 で 最 も 適 任 と 認 め ら れ る 職 員 と す る も の と す る 。  

ウ  性 犯 罪 の 被 害 者 に つ い て は 、 原 則 と し て 、 千 葉 県 警 察 性 犯 罪 捜 査 指 定 捜 査 員 運 用 要 綱

の 制 定 に つ い て （ 平 成 ９ 年 例 規 （ 刑 ・ 捜 一 ） 第 ４ 号 ） に 定 め る 性 犯 罪 捜 査 指 定 捜 査 員 を

指 定 す る も の と す る 。  

（ ３ ） 当 直 中 の 指 定  

ア  当 直 中 は 、 原 則 と し て 、 当 直 主 任 が 当 直 員 の 中 か ら 指 定 さ れ て い る 支 援 要 員 を 担 当 者

に 指 定 す る も の と す る 。  

イ  担 当 者 は 、 当 直 終 了 時 ま で 必 要 な 支 援 を 行 っ た 上 で 、 当 直 交 替 時 に 実 施 責 任 者 が 指 定

す る 支 援 要 員 に 引 き 継 ぐ も の と す る 。 た だ し 、 担 当 者 と 犯 罪 被 害 者 等 と の 間 に 信 頼 関 係

が 醸 成 さ れ て い る と き は 、 事 件 主 管 課 以 外 の 支 援 要 員 を 継 続 し て 担 当 者 と す る こ と が で

き る 。  

ウ  当 直 体 制 上 、 担 当 者 の 指 定 が 困 難 な 場 合 は 、 事 件 主 管 課 員 を 呼 び 出 し て 犯 罪 被 害 者 等

支 援 を 行 わ せ る も の と す る 。  

４  活 動 の 記 録  

（ １ ） 指 定 を 受 け た 担 当 者 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 実 施 状 況 を 記 録 し 、 支 援 係 に 速 や か に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 担 当 者 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 継 続 し て 実 施 し た と き は 、 そ

の 都 度 そ の 内 容 を 支 援 係 に 連 絡 し て 、 署 長 等 に 報 告 す る も の と す る 。  

（ ２ ） 前 （ １ ） に よ る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 実 施 状 況 の 記 録 等 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及

び 登 録 を も っ て 行 う も の と す る 。  

５  担 当 者 の 変 更 及 び 解 除  

（ １ ） 変 更  

実 施 責 任 者 は 、担 当 者 の 人 事 異 動 、疾 病 そ の 他 の や む を 得 な い 事 由 に よ り 支 援 活 動 を 継 続

す る こ と が で き な く な っ た と き は 、支 援 係 と 協 議 の 上 、署 長 等 の 承 認 を 受 け て 担 当 者 を 変 更

す る も の と す る 。  

な お 、こ の 場 合 に お い て 、担 当 者 の 変 更 に よ っ て 犯 罪 被 害 者 等 に 不 安 を 与 え た り 、相 手 の

誤 解 に よ る 紛 議 が 生 じ な い よ う 細 心 の 注 意 を 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

（ ２ ） 解 除  

ア  申 請  

実 施 責 任 者 は 、担 当 者 を 指 定 し て 犯 罪 被 害 者 等 支 援 活 動 を 行 う 必 要 が な く な っ た と 認 め

ら れ る 場 合 は 、 支 援 係 と 協 議 の 上 、 署 長 等 に 対 し て 、 指 定 解 除 の 申 請 を す る も の と す る 。 

イ  判 断  

署 長 等 は 、指 定 解 除 の 申 請 が あ っ た と き は 、犯 罪 被 害 者 等 の 希 望 及 び 精 神 的 状 態 、捜 査

の 進 ち ょ く 状 況 、関 係 機 関・団 体 等 に よ る 支 援 活 動 の 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 、担 当 者

の 任 務 が 終 了 し た と 判 断 し た と き は 、指 定 を 解 除 す る も の と す る 。た だ し 、犯 罪 被 害 者 等

が 犯 罪 被 害 者 等 支 援 活 動 の 継 続 を 望 ん で い る 場 合 等 、明 ら か に 解 除 す る こ と が 適 当 で な い
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と 認 め ら れ る 場 合 は 、 解 除 を し て は な ら な い 。  

ウ  解 除 に 当 た っ て の 配 意  

担 当 者 は 、任 務 の 解 除 に 当 た っ て は 、犯 罪 被 害 者 等 に 対 し て 今 後 の 捜 査 、公 判 等 の 予 定 、

各 種 相 談 窓 口 等 に つ い て 説 明 す る ほ か 、犯 罪 被 害 者 等 の 意 向 に 基 づ い て 関 係 機 関・団 体 等

に 犯 罪 被 害 者 等 の 支 援 を 要 請 す る な ど の 措 置 を 講 じ 、任 務 の 解 除 に よ っ て 犯 罪 被 害 者 等 が

不 安 を 抱 き 又 は 孤 立 す る こ と が な い よ う 配 意 す る も の と す る 。  

（ ３ ） 変 更 （ 解 除 ） の 方 法  

         前 記 （ １ ） 及 び （ ２ ） ア に よ る 担 当 者 の 変 更 及 び 解 除 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及

び 登 録 を も っ て 行 う も の と す る 。  

第 ５  特 別 被 害 者 支 援 班  

１  特 別 被 害 者 支 援 班 の 招 集  

対 象 事 件 の う ち 、 お お む ね 死 者 ５ 人 以 上 又 は 死 傷 者 10人 以 上 で あ っ て 、 事 件 の 内 容 、 犯 罪

被 害 者 等 の 状 態 及 び 社 会 的 反 響 を 総 合 的 に 勘 案 し 、 多 数 の 支 援 要 員 を 集 中 し て 運 用 す る 必 要

が あ る 事 案 （ 以 下 「 特 別 対 策 事 案 」 と い う 。 ） が 発 生 し た 場 合 は 、 警 務 部 長 が 特 別 被 害 者 支

援 班 を 招 集 す る も の と す る 。  

２  特 別 対 策 事 案 の 報 告  

署 長 等 は 、特 別 対 策 事 案 と 認 め ら れ る 事 案 が 発 生 し た 場 合 は 、直 ち に 、事 案 概 要 等 に つ い て 、

警 務 部 警 務 課 長（ 以 下「 警 務 課 長 」と い う 。）を 経 由 し て 警 務 部 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

３  発 生 署 の 対 策  

特 別 対 策 事 案 発 生 地 を 管 轄 す る 署 等（ 以 下「 発 生 署 」と い う 。）の 長（ 以 下「 発 生 署 長 」と

い う 。）は 、発 生 署 の 対 策（ 別 表 第 １ ）に 基 づ き 所 要 の 体 制 を 確 立 の 上 、直 ち に 、事 件 現 場 又

は 犯 罪 被 害 者 等 が 搬 送 さ れ て い る 病 院 等 に 支 援 要 員 を 派 遣 し 、事 案 概 要 を 始 め 、犯 罪 被 害 者 等

の 状 態 及 び 搬 送 先 を 把 握 す る と と も に 、必 要 な 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 当 た る な ど 、次 ４ に 規 定 す

る 特 別 被 害 者 支 援 班 の 設 置 ま で の 間 、 応 急 的 な 犯 罪 被 害 者 等 支 援 を 行 う も の と す る 。  

な お 、特 別 被 害 者 支 援 班 が 設 置 さ れ た 場 合 は 、発 生 署 長 は 、当 該 被 害 者 支 援 活 動 を 同 支 援 班

に 引 き 継 ぐ も の と す る 。  

４  特 別 被 害 者 支 援 班 の 編 成 及 び 支 援 要 員 の 派 遣  

（ １ ） 特 別 被 害 者 支 援 班 の 編 成  

ア  警 務 部 長 は 、発 生 署 長 か ら の 報 告 を 受 け た 事 案 に つ い て 特 別 対 策 事 案 と 認 め た と き は 、

特 別 被 害 者 支 援 班 の 編 成 （ 別 表 第 ２ ） に 基 づ き 、 警 務 部 参 事 官 を 班 長 と す る 特 別 被 害 者

支 援 班 を 編 成 し 、 組 織 的 、 重 点 的 な 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 当 た ら せ る も の と す る 。  

イ  警 務 部 警 務 課 犯 罪 被 害 者 支 援 室 長 は 、 警 務 部 参 事 官 の 指 揮 を 受 け 、 直 ち に 室 員 及 び 犯

罪 被 害 カ ウ ン セ ラ ー チ ー ム を 招 集 し て 発 生 署 に 赴 き 、 発 生 署 の 統 括 責 任 者 と と も に 、 発

生 署 の 支 援 係 及 び 派 遣 さ れ る 支 援 要 員 を 指 揮 し て 、 所 要 の 犯 罪 被 害 者 等 支 援 に 当 た る も

の と す る 。  

（ ２ ） 活 動 の 記 録  

ア  特 別 被 害 者 支 援 班 員 は 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 状 況 を 記 録 し 、 警 務 課 長 に 速 や か に 報 告 す

る も の と す る 。  

イ  前 ア に よ る 犯 罪 被 害 者 等 支 援 状 況 の 記 録 及 び 報 告 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及 び

登 録 を も っ て 行 う も の と す る 。  

（ ３ ） 支 援 要 員 の 派 遣  

警 務 部 長 は 、特 別 対 策 事 案 に お け る 死 傷 者 数 等 を 勘 案 の 上 、所 属 別 支 援 要 員 等 一 覧 表（ 別

表 第 ３ ）に 基 づ い て 、関 係 所 属 に 支 援 要 員 並 び に 必 要 車 両 及 び 運 転 員 の 派 遣 を 命 ず る も の と

す る 。  

５  特 別 被 害 者 支 援 班 員 の 指 定  

署 長 は 、 所 属 の 支 援 要 員 の 中 か ら 、 割 り 振 ら れ た 人 数 の 支 援 要 員 を 特 別 被 害 者 支 援 班 員 に

指 定 す る も の と す る 。  

６  捜 査 本 部 と の 関 係  

（ １ ） 特 別 被 害 者 支 援 班 は 、 犯 罪 捜 査 規 範 （ 昭 和 32年 国 家 公 安 委 員 会 規 則 第 ２ 号 ） 第 22条 に 定

め る 捜 査 本 部 と は 別 に 、 発 生 署 に 設 置 す る も の と す る 。  
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（ ２ ） 特 別 被 害 者 支 援 班 と 捜 査 本 部 等 と は 、 相 互 に 連 携 し 、 犯 罪 被 害 者 等 支 援 及 び 捜 査 活 動 に

支 障 を 来 す こ と が な い よ う 十 分 に 配 慮 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ６  対 応 期 間 及 び 対 応 の 打 切 り  

１  支 援 要 員 及 び 特 別 被 害 者 支 援 班 の 対 応 期 間 は 、原 則 と し て 、対 象 事 件 を 認 知 し た と き か ら ２

週 間 と す る 。た だ し 、事 件 の 内 容 、犯 罪 被 害 者 等 の 状 況 に 応 じ て 、支 援 要 員 の 運 用 は 署 長 等 の

判 断 に よ り 、特 別 被 害 者 支 援 班 の 運 用 は 警 務 部 長 の 判 断 に よ り 延 長 又 は 短 縮 す る こ と が で き る

も の と す る 。  

２  特 別 被 害 者 支 援 班 を 解 散 す る 場 合 は 、警 務 部 参 事 官 は 特 別 被 害 者 支 援 班 が 行 っ た 措 置 、活 動

結 果 等 に つ い て 、 署 長 等 に 引 き 継 が な け れ ば な ら な い 。  

３  実 施 責 任 者 は 、犯 罪 被 害 者 等 の 被 害 者 連 絡 の 拒 否 、他 の 相 談 機 関 へ の 引 継 ぎ そ の 他 の 事 情 に

よ り 支 援 要 員 の 対 応 を 打 ち 切 る 場 合 は 、支 援 係 と 協 議 の 上 、統 括 責 任 者 を 経 由 し 、署 長 等 の 承

認 を 得 な け れ ば な ら な い 。た だ し 、再 び 支 援 要 員 が 対 応 す べ き 事 情 が 生 じ た と き は 、署 長 等 の

指 揮 に よ り 再 開 す る も の と す る 。  

第 ７  指 導 及 び 教 養 の 徹 底  

署 長 等 は 、被 害 者 支 援 の 成 否 が 被 害 者 等 に 接 す る 職 員 一 人 ひ と り の 対 応 に か か っ て い る こ と

を 銘 記 し 、職 務 執 行 の 過 程 に お い て 、犯 罪 被 害 者 等 に 敬 意 と 同 情 を 持 ち 、犯 罪 被 害 者 等 の 視 点

に 立 っ た 適 切 な 対 応 が な さ れ る よ う 、 職 員 に 対 す る 指 導 教 養 を 徹 底 し な け れ ば な ら な い 。  

第 ８  実 施 上 の 留 意 事 項  

実 施 責 任 者 は 、支 援 要 員 の 任 務 が 円 滑 に 遂 行 さ れ 、か つ 、支 援 要 員 の 業 務 負 担 が 過 重 に わ た

ら な い よ う に 指 導 監 督 を 行 う も の と す る 。ま た 、支 援 係 は 、各 部 門 間 の 連 絡 及 び 調 整 を 密 に し 、

組 織 的 な 犯 罪 被 害 者 等 支 援 の 実 施 に 配 意 す る も の と す る 。  

第 ９  報 告  

１  署 長 等 は 、 支 援 要 員 及 び 特 別 被 害 者 支 援 班 員 を 指 定 （ 解 除 ） し た と き は 、 警 務 部 参 事 官 を

経 由 し て 本 部 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  署 長 等 は 、 対 象 事 件 に 関 し て 支 援 要 員 を 運 用 し た と き は 、 警 務 課 長 を 経 由 し て 本 部 長 に 報

告 す る も の と す る 。  

３  警 務 部 参 事 官 は 、特 別 被 害 者 支 援 班 員 の 運 用 状 況 を 、随 時 、本 部 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

４  前 記 １ 及 び ２ に よ る 本 部 長 へ の 報 告 に つ い て は 、 電 磁 的 記 録 の 作 成 及 び 登 録 を も っ て 行 う

も の と す る 。  

以 下 別 表 等 省 略  


